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株式会社　山梨中央銀行

Ⅰ　平成１８年度中間期決算の概況
１．損益状況

【単体】 (百万円)

18年中間期 17年中間期比 17年中間期

20,864           △ 112           20,976           
21,359           440              20,919           
20,572           △ 56            20,628           
21,067           496              20,571           

資 金 利 益 18,420           325              18,095           
役 務 取 引 等 利 益 2,635            167              2,468            
そ の 他 業 務 利 益 △ 483           △ 546           63               
( う ち 国 債 等 債 券 損 益 ) △ 495           △ 552           57               

292              △ 56            348              
292              △ 56            348              

資 金 利 益 196              △ 47            243              
役 務 取 引 等 利 益 21               △ 1             22               
そ の 他 業 務 利 益 74               △ 8             82               
( う ち 国 債 等 債 券 損 益 ) △ 0             △ 0             0                

13,247           △ 310           13,557           
7,289            △ 153           7,442            
5,218            △ 158           5,376            
739              2                737              

7,616            197              7,419            
8,111            749              7,362            

△ 827           △ 827           -                
8,444            1,025            7,419            

△ 495           △ 552           57               
8                △ 1,008         1,016            
2                △ 132           134              

1,873            1,873            -                
31               △ 43            74               

1,779            467              1,312            
137              223              △ 86            

8,453            18               8,435            
△ 96            △ 35            △ 61            

-                △ 828           828              
△ 60            △ 17            △ 43            

固 定 資 産 処 分 益 -                -                -                
固 定 資 産 処 分 損 60               17               43               

38               △ 808           846              
2                2                -                

8,356            △ 18            8,374            
3,618            1,604            2,014            

905              △ 1,403         2,308            
3,832            △ 220           4,052            

1,907            2,162            △ 255           
1,873            2,338            △ 465           

2                △ 132           134              
31               △ 43            74               
-                △ 0             0                

△ 827           △ 465           △ 362           

1,080            1,698            △ 618           
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

個別貸倒引当金純繰入額(△取崩益)

債 権 売 却 損

業務純益 (一般貸倒引当金繰入前 )

税 金

税 引 前 中 間 純 利 益

そ の 他 の 特 別 損 益

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

そ の 他

貸 倒 償 却 引 当 費 用

一般貸倒引当金純繰入額(△取崩益)

貸 出 金 償 却

個 別 貸 倒 引 当 金 純 繰 入 額

債 権 売 却 損

不 良 債 権 処 理 額

貸 出 金 償 却

中 間 純 利 益

固 定 資 産 処 分 損 益

国 際 業 務 粗 利 益

そ の 他 の 臨 時 損 益

減 損 損 失

貸 倒 引 当 金 取 崩 益

経 常 利 益

一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額

業 務 純 益

臨 時 損 益

コア業務純益(除く国債等債券損益)

人 件 費

業 務 粗 利 益

経 費 ( 除 く 臨 時 処 理 分 )

株 式 等 関 係 損 益

特 別 損 益

うち国債等債券損益 (５勘定尻 )

(除く国債等債券損益(５勘定尻))

 (除く国債等債券損益(５勘定尻))

 (除く国債等債券損益(５勘定尻))

物 件 費

国 内 業 務 粗 利 益

－1－



株式会社　山梨中央銀行

【連結】

< 連結損益計算書ベース > (百万円)

18年中間期 17年中間期

17年中間期比

21,689           134              21,555           

資 金 利 益 18,602           270              18,332           

役 務 取 引 等 利 益 3,415            152              3,263            

そ の 他 業 務 利 益 △ 328           △ 288           △ 40            

13,481           △ 139           13,620           

294              △ 677           971              

貸 出 金 償 却 15               △ 153           168              

個 別 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,274            2,274            -                

一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 △ 679           △ 679           -                

債 権 売 却 損 31               △ 44            75               

株 式 等 関 係 損 益 1,794            488              1,306            

持 分 法 に よ る 投 資 損 益 -                -                -                

そ の 他 142              232              △ 90            

8,502            △ 405           8,907            

△ 95            288              △ 383           

8,407            △ 116           8,523            

3,775            1,663            2,112            

847              △ 1,437         2,284            

△ 4             △ 43            39               

3,789            △ 298           4,087            

2,321            2,260            61               

個 別 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,274            2,455            △ 181           

貸 出 金 償 却 15               △ 153           168              

債 権 売 却 損 31               △ 44            75               

そ の 他 -                -                0                

△ 679           △ 351           △ 328           

1,641            1,907            △ 266           

（注）1．金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

　　　2．連結粗利益＝（資金運用収益－資金調達費用）＋（役務取引等収益－役務取引等費用）

                   ＋（その他業務収益－その他業務費用）

（連結対象会社数） (社)

18年中間期 17年中間期

17年中間期比

5                0                5                

-                -                -                持 分 法 適 用 会 社 数

法 人 税 等 調 整 額

少数株主利益(△は少数株主損失)

中 間 純 利 益

不 良 債 権 処 理 額

貸 倒 償 却 引 当 費 用

一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

経 常 利 益

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

連 結 子 会 社 数

連 結 粗 利 益

営 業 経 費

そ の 他 経 常 損 益

特 別 損 益

－2－



株式会社　山梨中央銀行

２．業務純益【単体】 (百万円)

18年中間期 17年中間期

17年中間期比

8,111            749              7,362            

5,089            638              4,451            

7,616            197              7,419            

4,778            293              4,485            

8,444            1,025            7,419            

5,297            812              4,485            

　※ コア業務純益 ＝ 業務純益 ＋ 一般貸倒引当金繰入額 － 国債等債券関係損益

３．利鞘【単体】

（全店） (％)

18年中間期 17年中間期

17年中間期比

(Ａ) 1.73 0.01             1.72

(ａ) 1.90 △ 0.02          1.92

1.41 0.01             1.40

(Ｂ) 1.34 △ 0.03          1.37

(ｂ) 0.05 0.03 0.02

5.18 2.36             2.82

(ａ)－(ｂ) 1.85 △ 0.05          1.90

(Ａ)－(Ｂ) 0.39 0.04             0.35

（国内業務部門） (％)

18年中間期 17年中間期

17年中間期比

(Ａ) 1.57 0.04             1.53

(ａ) 1.88 △ 0.03          1.91

1.29 0.03             1.26

(Ｂ) 1.17 0.00 1.17

(ｂ) 0.05 0.04             0.01

0.01 0.01 0.00

(ａ)－(ｂ) 1.83 △ 0.07          1.90

(Ａ)－(Ｂ) 0.40 0.04             0.36

(３)業務純益

　職員一人当たり(千円)

(２)資金調達原価

 (ロ) 外部負債利回

(４)総資金利鞘

 (イ) 預金等利回

(３)預貸金利回差

(１)資金運用利回　　　　

 (ロ) 有価証券利回

 (イ) 貸出金利回

(２)業務純益(一般貸倒引当金繰入前)

　職員一人当たり(千円)

(１)コア業務純益

　職員一人当たり(千円)

(１)資金運用利回　　　　

 (イ) 貸出金利回

 (ロ) 有価証券利回

(２)資金調達原価

 (イ) 預金等利回

 (ロ) 外部負債利回

(３)預貸金利回差

(４)総資金利鞘

－3－



株式会社　山梨中央銀行

４．有価証券関係損益【単体】 (百万円)

18年中間期 17年中間期

17年中間期比

△ 495            △ 552            57                

-                 △ 57             57

0 0 0

495               495               -

- - -

- - -

1,779             467               1,312             

1,807             483               1,324             

- - -

28                17                11                

５．ＲＯＥ【単体】 (％)

18年中間期 17年中間期

17年中間期比

コア業務純益ベース（※） 9.35              0.09              9.26              

業務純益ベース（※） 9.74              0.41              9.33              

中間純利益ベース（※） 4.42              △ 0.68           5.10              

６．ＲＯＡ・ＯＨＲ【単体】 (％)

18年中間期 17年中間期

17年中間期比

ＲＯＡ（業務純益ベース、※） 0.65              0.08              0.57              

ＯＨＲ 63.49             △ 1.14           64.63             

※ ÷183×365
業務純益

（総資産期首残高＋総資産期末残高）÷２

※ ÷183×365
コア業務純益（業務純益・中間純利益）

（純資産期首残高＋純資産期末残高）÷２

 償却

 償還損

 償却

株式等損益（３勘定尻）

 売却益

国債等債券損益（５勘定尻）

 売却損

 売却損

 売却益

 償還益

－4－



株式会社　山梨中央銀行

７．自己資本比率(国内基準)

【単体】 (百万円)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

(１) 11.12% △ 0.72% △ 0.38% 11.84% 11.50% 

10.62% △ 0.60% △ 0.38% 11.22% 11.00% 

(２) 128,955    3,329      5,973      125,626    122,982    

(３) 6,135      △ 827     493        6,962      5,642      

-          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          

(４) 50         0          0          50         50         

(５) 135,039    2,501      6,466      132,538    128,573    

(６) 1,213,826  95,143     96,552     1,118,683  1,117,274  

【連結】 (百万円)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

(１) 11.27% △ 0.62% △ 0.39% 11.89% 11.66% 

10.67% △ 0.60% △ 0.38% 11.27% 11.05% 

(２) 129,690    3,270      6,073      126,420    123,617    

(３) 7,509      503        595        7,006      6,914      

-          -          -          -          -          

-          -          -          -          -          

(４) 239        189        189        50         50         

50         0          0          50         50         

189        189        189        -          -          

(５) 136,960    3,584      6,479      133,376    130,481    

(６) 1,215,123  94,085     97,033     1,121,038  1,118,090  

自 己 資 本 比 率

基 本 的 項 目

補 完 的 項 目

(イ) 
う ち 自 己 資 本 に 計 上
さ れ た 再 評 価 差 額

T i e r Ⅰ 比 率

負債性資本調達手段等

控 除 項 目

自 己 資 本 (2)+(3)-(4)

う ち 自 己 資 本 に 計 上
さ れ た 再 評 価 差 額(イ) 

リ ス ク ア セ ッ ト

(ロ) 

自 己 資 本 比 率

基 本 的 項 目

補 完 的 項 目

T i e r Ⅰ 比 率

自 己 資 本 (2)+(3)-(4)

リ ス ク ア セ ッ ト

控 除 項 目

負債性資本調達手段等(ロ) 

（他の金融機関の資本調達手段
の意図的な保有相当額）

（告示第25条第1項第2号に規定する連結の
範囲に含まれないものに対する投資に相当
する額）

－5－
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Ⅱ　貸出金等の状況

１．リスク管理債権の状況

   「部分直接償却」は実施しておりません。

【単体】 (百万円)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

破綻先債権額 8,661      △ 253     4,438      8,914      4,223      

延滞債権額 64,210     826        △ 846     63,384     65,056     

３カ月以上延滞債権額 425        △ 3       178        428        247        

貸出条件緩和債権額 15,935     △ 4,404   △ 3,942   20,339     19,877     

合　計 89,233     △ 3,834   △ 171     93,067     89,404     

1,454,439  △ 25,646  32,132     1,480,085  1,422,307  

(％)

破綻先債権額 0.59 △ 0.01    0.30       0.60 0.29

延滞債権額 4.41 0.13       △ 0.16    4.28 4.57

３カ月以上延滞債権額 0.02 0.00 0.01       0.02 0.01

貸出条件緩和債権額 1.09 △ 0.28    △ 0.30    1.37 1.39

合　計 6.13 △ 0.15    △ 0.15    6.28 6.28

【連結】 (百万円)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

破綻先債権額 8,987      △ 240     4,459      9,227      4,528      

延滞債権額 65,737     916        △ 785     64,821     66,522     

３カ月以上延滞債権額 425        △ 3       178        428        247        

貸出条件緩和債権額 15,935     △ 4,404   △ 3,942   20,339     19,877     

合　計 91,086     △ 3,731   △ 90      94,817     91,176     

1,442,483  △ 27,357  30,838     1,469,840  1,411,645  

(％)

破綻先債権額 0.62 0.00 0.30       0.62 0.32

延滞債権額 4.55 0.14       △ 0.16    4.41 4.71

３カ月以上延滞債権額 0.02 0.00 0.01       0.02 0.01

貸出条件緩和債権額 1.10 △ 0.28    △ 0.30    1.38 1.40

合　計 6.31 △ 0.14    △ 0.14    6.45 6.45

貸出金残高(末残)

貸出金等残高(末残)

貸
出
金
等
残
高
比

リ
ス
ク
管
理
債
権

貸
出
金
残
高
比

リ
ス
ク
管
理
債
権

－6－
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「部分直接償却」を実施した場合のリスク管理債権

【単体】 (百万円，％)

部分直接償却実施前 部分直接償却実施後 増     減

破綻先債権額 8,661            1,498            △ 7,163         

延滞債権額 64,210           57,529           △ 6,681         

３カ月以上延滞債権額 425              425              0

貸出条件緩和債権額 15,935           15,935           0

合　計 (Ａ) 89,233           75,389           △ 13,844        

(Ｂ) 1,454,439        1,440,595        △ 13,844        

(Ａ)/(Ｂ) 6.13             5.23             △ 0.90          

【連結】 (百万円，％)

部分直接償却実施前 部分直接償却実施後 増     減

破綻先債権額 8,987            1,576            △ 7,411         

延滞債権額 65,737           58,036           △ 7,701         

３カ月以上延滞債権額 425              425              0

貸出条件緩和債権額 15,935           15,935           0

合　計 (Ａ) 91,086           75,972           △ 15,114        

(Ｂ) 1,442,483        1,427,369        △ 15,114        

(Ａ)/(Ｂ) 6.31             5.32             △ 0.99          

リ
ス
ク
管
理
債
権

リ
ス
ク
管
理
債
権

貸出金等残高

貸出金等残高比

貸出金残高

貸出金残高比

－7－
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２．貸倒引当金等の状況

【単体】 (百万円)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

貸倒引当金 33,566     148        1,335      33,418     32,231     

一般貸倒引当金 6,135      △ 827     493        6,962      5,642      

個別貸倒引当金 27,431     975        842        26,456     26,589     

【連結】 (百万円)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

貸倒引当金合計 36,631     516        1,685      36,115     34,946     

一般貸倒引当金 7,509      △ 680     595        8,189      6,914      

個別貸倒引当金 29,121     1,196      1,090      27,925     28,031     

３．リスク管理債権に対する保全率

【単体】 (％)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

83.39      1.56       △ 0.07    81.83      83.46      

90.26      0.95       0.48       89.31      89.78      

【連結】 (％)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

83.70      1.57       △ 0.05    82.13      83.75      

91.94      1.17       0.60       90.77      91.34      

保全率(一般貸倒引当金を含む)

保全率(一般貸倒引当金を除く)

保全率(一般貸倒引当金を含む)

保全率(一般貸倒引当金を除く)
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株式会社　山梨中央銀行

４．金融再生法開示債権

【単体】 (百万円，％)

「部分直接償却」を実施した場合の金融再生法開示債権

【単体】 (百万円，％)

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

要管理債権

開示債権比率　(Ａ)/(Ｂ)

正常債権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

要管理債権

50,167     

94,082     

6.10                

正常債権

16,361     

1,386,325  

△ 0.15    6.26

△ 13,891           

危険債権

17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

18年9月末 18年3月末

22,840     

危険債権 48,742     △ 1,425   1,294      47,448     

1,817      24,963     2,123      23,146     

20,125     

小　計　(Ａ) 90,066     △ 4,016   △ 348     90,414     

△ 4,407   △ 3,764   20,768     

1,355,167  

合　計　(Ｂ) 1,476,391  △ 25,722  30,809     1,502,113  1,445,582  

△ 21,706  31,158     1,408,031  

6.25

部分直接償却実施前 部分直接償却実施後 増     減

△ 0.16    6.10

48,742              48,742              0

24,963              11,072              

0

小　計　(Ａ) 90,066              76,175              △ 13,891           

16,361              16,361              

△ 0.90             

0

合　計　(Ｂ) 1,476,391           1,462,500           △ 13,891           

1,386,325           

5.20                

1,386,325           

開示債権比率　(Ａ)/(Ｂ)

－9－



株式会社　山梨中央銀行

５．金融再生法開示債権の保全状況

【単体】

［破産更生債権及びこれらに準ずる債権］ (百万円，％)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

残　高　(Ａ) 24,963      1,817       2,123       23,146      22,840      

保全額　(Ｂ) 24,963      1,817       2,123       23,146      22,840      

貸倒引当金 15,448      2,175       2,183       13,273      13,265      

担保保証等 9,515       △ 358      △ 59       9,873       9,574       

保全率　(Ｂ)/(Ａ) 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00

［危険債権］ (百万円，％)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

残　高　(Ａ) 48,742      △ 1,425    1,294       50,167      47,448      

保全額　(Ｂ) 44,452      △ 1,004    529         45,456      43,923      

貸倒引当金 11,979      △ 1,200    △ 1,341    13,179      13,320      

担保保証等 32,472      195         1,869       32,277      30,603      

保全率　(Ｂ)/(Ａ) 91.19 0.59        △ 1.38     90.60 92.57

［要管理債権］ (百万円，％)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

残　高　(Ａ) 16,361      △ 4,407    △ 3,764    20,768      20,125      

保全額　(Ｂ) 9,205       △ 2,715    △ 2,543    11,920      11,748      

貸倒引当金(※) 3,398       23          505         3,375       2,893       

担保保証等 5,806       △ 2,738    △ 3,048    8,544       8,854       

保全率　(Ｂ)/(Ａ) 56.26 △ 1.13     △ 2.11     57.39 58.37

※ 要管理債権の貸倒引当金は、要管理先債権に対する貸倒引当金を、要管理先債権に対する要管理債権

   の割合により按分したものであります。

［合計］ (百万円，％)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

残　高　(Ａ) 90,066      △ 4,016    △ 348      94,082      90,414      

保全額　(Ｂ) 78,620      △ 1,902    108         80,522      78,512      

貸倒引当金 30,826      999         1,348       29,827      29,478      

担保保証等 47,793      △ 2,901    △ 1,240    50,694      49,033      

保全率　(Ｂ)/(Ａ) 87.29 1.70        0.46        85.59 86.83

－10－



株式会社　山梨中央銀行

６．業種別貸出状況等

①業種別貸出金【単体】 (百万円)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

製 造 業 149,534    2,929      1,239      146,605    148,295    

農 業 3,844      40         △ 2,010   3,804      5,854      

林 業 242        △ 19      △ 35      261        277        

漁 業 30         △ 5       △ 342     35         372        

鉱 業 1,958      △ 170     △ 39      2,128      1,997      

建 設 業 82,808     △ 2,023   3,506      84,831     79,302     

電気･ガス･熱供給･水道業 21,541     △ 2,933   △ 5,955   24,474     27,496     

情 報 通 信 業 9,637      2,799      2,295      6,838      7,342      

運 輸 業 44,660     △ 779     997        45,439     43,663     

卸 売 ･ 小 売 業 139,923    △ 3,996   △ 5,079   143,919    145,002    

金 融 ･ 保 険 業 64,267     △ 1,822   4,617      66,089     59,650     

不 動 産 業 188,480    △ 17,676  △ 6,247   206,156    194,727    

各 種 サ ー ビ ス 業 188,773    5,775      13,772     182,998    175,001    

国 ・ 地 方 公 共 団 体 155,507    △ 11,727  6,862      167,234    148,645    

そ の 他 403,228    3,962      18,551     399,266    384,677    

②業種別リスク管理債権【単体】 (百万円)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

製 造 業 12,454     303        1,392      12,151     11,062     

農 業 250        133        140        117        110        

林 業 88         △ 5       △ 1       93         89         

漁 業 -          -          -          -          -          

鉱 業 17         △ 3       17         20         -          

建 設 業 16,198     △ 297     △ 12      16,495     16,210     

電気･ガス･熱供給･水道業 11         △ 34      △ 85      45         96         

情 報 通 信 業 53         △ 6       △ 139     59         192        

運 輸 業 204        △ 3,377   △ 4,069   3,581      4,273      

卸 売 ･ 小 売 業 22,504     △ 374     △ 342     22,878     22,846     

金 融 ･ 保 険 業 333        △ 13      △ 36      346        369        

不 動 産 業 10,496     △ 1,196   △ 1,290   11,692     11,786     

各 種 サ ー ビ ス 業 18,837     606        3,293      18,231     15,544     

国 ・ 地 方 公 共 団 体 -          -          -          -          -          

そ の 他 7,779      426        959        7,353      6,820      

1,422,307  
(除く特別国際金融取引勘定分)

国 内 店 分
1,454,439  △ 25,646  32,132     1,480,085  

国 内 店 分
89,233     △ 3,834   89,404     

(除く特別国際金融取引勘定分)
△ 171     93,067     

－11－



株式会社　山梨中央銀行

③消費者ローン残高【単体】 (百万円)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

396,011    4,585      19,856     391,426    376,155    

368,058    6,059      22,582     361,999    345,476    

27,952     △ 1,474   △ 2,726   29,426     30,678     

④中小企業等貸出比率【単体】 (％)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

68.12      0.23       △ 0.54    67.89      68.66      

７．総預金、貸出金等の残高【単体】 (百万円)

18年9月末 18年3月末 17年9月末

18年3月末比 17年9月末比

（末残） 2,350,759  41,847     28,572     2,308,912  2,322,187  

（平残） 2,321,345  36,185     11,135     2,285,160  2,310,210  

うち山梨県内 （末残） 2,002,130  29,870     6,300      1,972,260  1,995,830  

（平残） 2,021,910  20,730     △ 773     2,001,180  2,022,683  

（末残） 1,454,439  △ 25,646  32,132     1,480,085  1,422,307  

（平残） 1,432,492  33,176     49,148     1,399,316  1,383,344  

うち山梨県内 （末残） 885,475    △ 29,383  7,727      914,858    877,748    

（平残） 877,915    13,960     17,917     863,955    859,998    

投資信託窓口販売残高 71,294     12,923     36,585     58,371     34,709     

国債窓口販売残高 142,721    3,477      7,534      139,244    135,187    

中小企業等貸出比率

うち住宅ローン残高

うちその他ローン残高

消費者ローン残高

貸 出 金

総 預 金

（ＮＣＤ含）
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８．開示債権情報

《自己査定》、《金融再生法開示債権》、《リスク管理債権》の関係

【リスク管理債権】

破綻先債権
８６億円

その他の債権　０億円

延滞債権
６４２億円

その他の債権
８億円

３カ月以上延滞債権 ３カ月以上延滞債権
４億円 ４億円

貸出条件緩和債権 貸出条件緩和債権
１５９億円 １５９億円

リスク管理債権合計
＝ ８９２億円

＋
その他の債権

８億円

  対象債権：   対象債権：   対象債権：貸出金
　　貸出金、支払承諾見返 　　貸出金、支払承諾見返
　　未収利息、仮払金、 　　未収利息、仮払金、
　　外国為替 　　外国為替

　　ただし、要管理債権は
　　貸出金のみ

９００億円

【自己査定債務者区分】

実質破綻先
１６２億円

１２,５４９億円

１,４７７億円

正常先等

要注意先

破綻先
８６億円

金融再生法開示債権合計
（正常債権を除く）

１６３億円

破綻懸念先
４８７億円 ４８７億円

危険債権

正常債権

１３,８６３億円

要管理債権

【金融再生法開示債権】

これらに準ずる債権
２４９億円

破産更生債権及び

保 全 額
 ２４９億円

（保全率：１００％）

保 全 額
４４４億円

（保全率：９１.１％）

保 全 額
７８６億円

（保全率：８７.２％）

保 全 額
９２億円

（保全率：５６.２％）
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９．有価証券評価損益

（１）有価証券の評価基準（単・連）

  時価法（評価差額を損益処理）

  償却原価法

  時価法（評価差額を全部純資産直入）

  原価法

（２）評価損益

【単体】 (百万円)

18年3月末 17年9月末

評価損益 評価損益 評価損益

18年3月末比 17年9月末比 評価益 評価損

満期保有目的 1         1         1         1         -         0         0         

-         -         -         -         -         -         -         

その他有価証券 67,842    △ 5,539  2,125     70,990    3,147     73,381    65,717    

株式 58,626    △ 10,494 9,517     58,830    203       69,120    49,109    

債券 1,798     6,174     △ 7,421  3,900     2,102     △ 4,376  9,219     

その他 7,417     △ 1,220  29        8,259     841       8,637     7,388     

合　　計 67,844    △ 5,538  2,127     70,991    3,147     73,382    65,717    

株式 58,626    △ 10,494 9,517     58,830    203       69,120    49,109    

債券 1,798     6,174     △ 7,421  3,900     2,102     △ 4,376  9,219     

その他 7,419     △ 1,218  31        8,261     841       8,637     7,388     

（注）１．「その他有価証券」については、時価評価しておりますので、上記の表上は、（中間）貸借対照表

　　　　  価額と取得価額との差額を計上しております。

　　　２．平成18年9月末における「その他有価証券評価差額金」は、43,465百万円であります。

【連結】 (百万円)

18年3月末 17年9月末

評価損益 評価損益 評価損益

18年3月末比 17年9月末比 評価益 評価損

満期保有目的 1         1         1         1         -         0         0         

その他有価証券 67,940    △ 5,571  2,116     71,088    3,147     73,511    65,824    

株式 58,724    △ 10,526 9,508     58,928    203       69,250    49,216    

債券 1,798     6,174     △ 7,421  3,900     2,102     △ 4,376  9,219     

その他 7,417     △ 1,220  29        8,259     841       8,637     7,388     

合　　計 67,942    △ 5,569  2,117     71,089    3,147     73,511    65,825    

株式 58,724    △ 10,526 9,508     58,928    203       69,250    49,216    

債券 1,798     6,174     △ 7,421  3,900     2,102     △ 4,376  9,219     

その他 7,419     △ 1,218  31        8,261     841       8,637     7,388     

（注）１．「その他有価証券」については、時価評価しておりますので、上記の表上は、（中間）連結貸借

　 　 　　対照表価額と取得価額との差額を計上しております。

　　　２．平成18年9月末における「その他有価証券評価差額金」は、43,499百万円であります。

18年9月末

  売買目的有価証券

  満期保有目的有価証券

  子会社株式及び関連会社株式

子会社・関係会社株式

  その他有価証券

18年9月末

－14終－



別冊Ⅱ

                              ～新・第８次長期経営計画「Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ８」と経営理念の具現化に向けて～

平成１８年１１月
山梨中央銀行

「地域密着型金融推進計画」の進捗状況（平成１７年４月～平成１８年９月）



　当行では、平成１６年４月からスタートした新・第８次長期経営計画における経営方針の一つとして「地域との共存共栄」を揚げておりますが、本「推進
計画」においても、「地域経済の担い手として産業創造、企業再生支援へ取り組むことが社会的使命である」との強い意志をあらためて明確にし、下記
の通り「事業再生・中小企業金融の円滑化」に取組みました。

　「創業・新事業支援機能等の強化」については、官民共同で設立した「やまなしベンチャーファンド」の利用や大学・外部機関の支援メニューをワンス
トップで提供する「山梨中銀経営支援コーディネートサービス」の取扱いに加え、「医療関連ものづくり交流会」への参画による専門性の高い情報の収
集、山梨大学との提携による「山梨大学発“ビジネスチャンス”直行便！」の発刊による情報発信など、産学官との連携を強化するなか、支援機能を拡
充しました。
　また、審査担当者を業種別に配置することにより、専門性と審査スキルの向上を図るとともに、営業店への臨店指導を継続実施し、融資審査態勢の
強化に努めております。

　「取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化」については、山梨中銀経営コンサルティング(株)や技術アドバイザー、（社）中小企業診断協会山
梨県支部等の外部専門家や提携金融機関との連携をさらに深め、広範かつ専門性の高い経営支援機能を提供しました。新たな取組みとして、アグリ
ビジネス関連の県内事業者に対し、販路開拓・拡大を支援する「やまなし食のマッチングフェア」を開催し、さらにインターネット上のビジネスマッチング
サイト「フーズインフォマート」（食関連）や「風林火山ビジネスネット」（製造業関連）と業務提携しております。
　また、本部・営業店が連携した取引先企業に対する経営改善計画策定の取り組みも強化し、支援活動の裾野を広げました。こうした活動により蓄積し
た経営支援ノウハウは、行内研修や営業店への臨店指導等を通じ、共有化に努めています。

　「事業再生に向けた積極的取組み」については、取引先企業への再生支援の取組みにより、平成１８年度上期中において、２５先のお取引先の債務
者区分がランクアップいたしました。また、山梨中銀経営コンサルティング（株）および中小企業再生支援協議会等と連携を強化し、取引先企業の事業
再生への取組みを進めました。

「担保・保証に過度に依存しない融資の推進等」については、財務制限条項を活用した商品や、外部保証会社との提携により無担保、保証人不要の商
品を開発するなど、新たな融資手法への取組みを強化し、企業の資金調達の多様化へ対応しました。
また、推進管理態勢を強化するツールを新たに策定し、取引先の経営状況、資金ニーズを把握するなかで、取組方針を明確にし融資推進にも努めて
きました。

　「顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化」については、平成１５年３月に関連規定を整備しておりますが、その後も関係帳票の充実を
図り、各種研修会議等での周知徹底や対応状況の検証を重ね、お客様への説明態勢の充実を図ってきました。相談苦情につきましても、「苦情・要望
等受付簿」をもとに毎週開催する「苦情・事務ミス等検討会」において発生原因の分析を詳細に行い、有効な改善策を検討し再発防止に努めていま
す。

　「人材の育成」については、融資業務全般の精通者育成を目的とした「融資エキスパート養成研修」をはじめ、「企業評価力養成研修会議」「融資審査
部スタッフ制度」等、実践的な行内研修を充実させるとともに、行外研修についても地方銀行協会や中小企業大学校等への派遣を積極的に行ってきま
した。

事業再生・中小企業金融の円滑化
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　「事業再生・中小企業金融の円滑化」については、広範かつ専門性の高い経営支援を提供できる態勢整備をより充実させ、支援活動の裾野を広げる
とともに、新たな融資手法の取組みを強化し、企業の資金調達の多様化への対応やソリューション機能の充実を図って参ります。また、相談苦情への
対応をはじめ、顧客への説明態勢の整備・強化と、これらの活動を支える融資に強い人材を育成するため、より実践的な研修も継続して参ります。
　今後も、様々な施策を展開し、「事業再生・中小企業金融の円滑化」がさらに進展するよう努めて参ります。
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　「経営力の強化」については、当行全ての業務運営の成否を方向付ける極めて重要な経営課題と位置付け取り組んでいます。

　「リスク管理態勢の充実」については、統合リスク管理態勢の構築に向け、新ＢＩＳ規制に対応した信用リスク・アセット算出のシステムを構築し、運用
テストを開始しました。

　「ＩＴの戦略的活用」については、全ての施策を支える重要な要素であるとの認識のもと、スケジュールに沿って態勢整備に取り組みました。
　「マーケティング態勢の整備」では、顧客セグメントに応じた運用商品（投資信託、個人年金保険等）の推進態勢の整備に着手しました。また、「ダイレ
クトチャネルを活用した営業推進と利便性の向上」のため、ネットバンキングのＰＲや機能改善に取り組むとともに、県内市町村を対象に公金業務効率
化策を提案するなど、「電子自治体システムへの協力・支援」にも取り組みました。業務効率化の施策として、「次期営業店システムの構築」に取り組
み、平成18年8月に全店展開が完了しました。

　今後も、当行が目指す経営・営業のビジョンに基づき、明確な戦略をもって｢経営力の強化｣を図っていくとともに、スピード感をもって、その実施に取り
組んでいく方針であります。

　「収益管理態勢の整備と収益力の向上」については、ゼロ金利政策解除の影響を踏まえた中期損益シミュレーションに基づき、当行収益に与える影
響および以後の預貸金レート運営に関して検討しました。平成18年8月には、ゼロ金利政策の解除と市場金利の上昇を受け、短期プライムレートを改
定するとともに、ガイドライン金利を改定し、貸出金利適正化に継続して取り組みました。

　「ガバナンスの強化」については、「証取法確認書」添付に向けた体制整備の一環として、各種業務マニュアルの整備・運用状況に関する監査を実施
しました。また、平成18年4月からは、新たな規定・示達ルールの運用を開始し、規定・示達の発刊方法・内容等について指導を強化しました。

　「コンプライアンス態勢の強化」については、当行の経営の根幹を成すものと認識し、引き続き本部・営業店における法令遵守状況のチェック体制の
強化や、顧客情報の管理・取扱状況の適切性について点検を実施しました。

経営力の強化
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　本項目は、お客様からより深い理解を得ること、またお客様の意見を経営に反映させ、各種施策の実効性を一層高めていくこと等を目的とするもので
あり、前記の「事業再生・中小企業金融の円滑化」や「経営力の強化」を推進するうえで重要な項目であると位置付け、態勢整備に取り組む一方、地域
開発に係る施策については、外に向けた積極的な施策を展開してきました。

　「地域貢献に関する情報開示」については、ディスクロージャー誌やホームページ等に地域貢献に関する情報を掲載し、よりわかりやすい開示に努め
てきました。
　「地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立」については、個人のお客様の中から1万人を対象として、当行のイメージ、商品・サービス
の評価等に関するアンケートを実施するなど、お客様の声を経営に反映させる態勢の構築に取り組みました。また、過去の苦情事例の分析により、苦
情発生の根本原因および深層にある問題点を抽出し、さらなる改善・向上を図るための具体的施策を立案しました。

　「地域再生推進のための各種施策との連携等」では、県内ＰＦＩ事業に対し、共同主幹事として融資団を組成し、シンジケートローンを実行したり、指定
管理者制度への対応として山梨中銀経営コンサルティング㈱と共同でコンサルティング等を実施するなど、公共業務の民間委譲に対する取り組みを強
化しました。

　今後も、地域の利用者の立場に立ち、情報開示や業務の改善などに取り組むことにより、お客様の満足度向上を図るとともに、地域経済の活性化・
地域社会への貢献という観点から、地域再生に向けた施策の実施および公共業務の民間委譲への対応に取り組んで参ります。

地域利用者の利便性向上
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【お客様の声を踏まえて行った経営改善について】

　１．インターネット相談に対する対応のさらなる迅速化　（平成１７年７月）

　２．ＥＢの接続円滑化のための回線増設　（平成１７年９月）

　３．ＡＴＭによる入金取扱い時間の延長　（平成１８年４月）

（１）当行ＡＴＭ

取扱開始時間 取扱終了時間

8:00 21:00

8:00 21:00

8:00 21:00   （注１）　郵貯キャッシュカードの場合、日・祝日の取扱終了時間は２０：００まで。

8:00 21:00   （注２）　8:00～8:45、18:00以降、および土・日・祝日は返済の取扱いを行わない提携先あり。

（２）提携先ＡＴＭ

取扱開始時間 取扱終了時間

8:00 21:00
平日 8:00 19:00
土・日・祝日 9:00 17:00

　　当行では、全ての営業店の窓口・ＡＴＭコーナー等に「お客様ご意見カード」を配置するとともに、ホームページ上にご意見メールのメ
ニューを設け、お客様がいつでも気軽に当行の商品・サービス等に関するご意見・ご要望をお申し出いただける態勢をとっております。
　　寄せられたご意見・ご要望等につきましては、お客様サービス室にて受け付けた後、各所管部が調査・分析するとともに、対応可否お
よび対応スケジュールを検討し、随時改善策を実施いたしております。

　　なお、地域密着型金融推進計画の期間中（平成１７年４月～１８年９月）において、「お客様ご意見カード」等で寄せられた意見・要望等
に基づき実施したサービス改善施策の主なものは以下のとおりです。

　　ATMによる入金・振替等の取扱終了時間を、１８時から 長２１時まで延長いたしました。

　　振込が込み合う時間帯においてＥＢによる振込がスムーズに行えるよう、ＥＢの回線を増設し、お客様のお手続きが迅速に完了
するように改善いたしました。

　　インターネットによる融資相談案件について、管理の厳正化を徹底するとともに、営業店の渉外担当者の行動管理ツールである
「営業支援システム」に相談内容を入力することにより営業店渉外担当者と情報を共有する態勢に改善いたしました。

日本郵政公社

振替

両替

取引種類

入金（定期預金を含む）（注１）

提携先

セブン銀行

提携先カードによる返済（注２）
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４．お客様にわかりやすい説明文言や書式への変更　（平成1８年４月）

５．ＡＴＭブースへの入室に係る注意文言の表示　（平成１８年５月）

【利用者満足度アンケートの実施について】

　　当行では、前述の「お客様ご意見カード」による意見・要望の把握に加え、郵送形式によるアンケート調査を平成１７年１２月中旬に実
施いたしました。
　　このアンケートは、お客様の満足度向上、および新・第８次長期経営計画に掲げた施策の一つであるマーケティング態勢の整備を目
的として、当行とお取引きいただいている、または過去にお取引いただいていた個人のお客様の中から１万人を無作為に抽出し、当行の
イメージ、商品・サービスの評価、等について調査するものです。
　　今後、アンケート結果をもとに、お客様のライフスタイルやニーズを分析し、当行の商品やサービスの品質向上を図ることにより、お客
様の満足度向上につなげて参ります。

　　＜主なアンケート内容＞
　　　○　当行のイメージ
　　　○　当行の商品やサービスに対するご意見
　　　○　窓口の従業員の応対や事務手続きに対するご意見
　　　○　店舗や現金自動預け払い機（ＡＴＭ）の利便性
　　　○　貯蓄や資産運用の際に重視する項目　　等

　ＡＴＭ振込等の「1日あたりのご利用限度額」に係る説明文言の変更やキャッシュカード再交付願を一部改定し、お客様にわかりや
すい表現に変更しました。

　他のお客様が利用している際に、ＡＴＭへの入室をご遠慮いただくため、ＡＴＭ入口扉に注意文言のステッカーを貼付しました。
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１．事業再生・中小企業金融の円滑化

実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年

度以降 １７年度上期～１８年度上期

（１）創業・新事業支援機能等の強化

①　融資審査態勢の強化
１．新技術・新事業について、的確な
案件への取組および審査ができる
態勢を強化し、創業・新事業支援機
能の充実を図る。

１．業種別担当者の配置を継続するととも
に、これらの担当者を｢目利き研修｣等へ参
加させ、審査スキルをアップする。
２．業種別審査の手法や着眼点を中心に、
審査担当者による臨店指導を継続実施し、
営業店融資担当者のレベルアップを図る。

融資審査
部

１． 地銀協主催の各種研修
に審査担当者を派遣する。
２．審査担当者による臨店指
導等により、業種別審査の
手法や着眼点を中心に営業
店のレベルアップを図る。

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策を継
続

左記取組策
を継続

１．地銀協主催の「金融業務研究講座（キャッシュフロー分析コース）」他8講
座に審査担当者を派遣した。
２．36ヶ店の営業店臨店指導を実施した。

○

②　産学官および外部支援機関等との連携強化による地場産業・ベンチャー企業等の育成
１．産学官および外部支援機関等と
の連携を一層強化し、地場産業・ベ
ンチャー企業等の育成に積極的に
取り組む。

１．山梨大学との業務連携により協議会を
設立し、当行のネットワークを活用した大学
のシーズと企業のニーズのマッチングを通じ
て、地場産業、ベンチャー企業の育成強化
を図る。
２．（財）やまなし産業支援機構・中小企業支
援センター・ （株）山梨ティー・エル・オー等
外部支援機関との連携スキーム確立により
企業支援を行う。
３．日本政策投資銀行、中小企業金融公
庫、商工中央金庫等政府系金融機関との情
報交換会等を通じて、技術評価等のノウハ
ウを吸収するとともに、協調投融資等による
地域企業の創業、新事業への支援策を検討
する。
４．「やまなしベンチャーファンド」の活用によ
る支援の実施
５．地場産業、ベンチャー企業支援の成功事
例の行内への周知により意識の昂揚を図
る。

公務部 １．山梨大学との包括的業務
連携の締結。具体的取組策
の検討、実施
２．やまなし産業支援機構等
との連携による企業支援策
の検討、実施
３．外部支援機関との情報交
換による案件発掘
４．「やまなしベンチャーファ
ンド」への案件紹介
５．地場産業、ベンチャー企
業支援の成功事例の行内へ
の周知

１．左記取組策を継続
２．「ビジネスアレンジメ
ント事業」の開催
３．「関東甲信越・静岡
地区産業クラスターサ
ポート金融会議」に参
画

左記取組策を継続 １．左記取組策を
継続
２．「ビジネスアレ
ンジメント事業」の
開催
３．「関東甲信越・
静岡地区産業ク
ラスターサポート
金融会議」に参画

１．山梨大学と包括的業務連携に関する協定書を締結した。
２．農林漁業金融公庫と業務協力に関する覚書を締結した。
３．当行からの紹介先に対する「やまなしベンチャーファンド」の投資実績：５
件、１０７．４百万円
４．当行、山梨大学、甲府商工会議所の三者により「やまなし産学連携推進
連絡会（リエゾン－Ｙ）」を発足、「ドラゴンゲートプロジェクト」の採択企業を対
象に、当行グループにおいて投融資および情報提供に取組んだ。
５．富士北麓・東部地域産業クラスター協議会に参画するとともに、「産業クラ
スター促進ローン」を新設した。また、同協議会が実施する「創造技術開発支
援プロジェクト」における分野別の技術研究会が取組んでいる研究テーマ・技
術情報等について、地域開発情報により行内への周知を図った。
６．やまなし産業支援機構、甲府・富士吉田商工会議所、山梨県商工会連合
会、山梨県中小企業団体中央会、山梨大学、政府系金融機関と「業務連携・
協力に関する協定書」を締結、「山梨中銀経営支援コーディネートサービス」
の取扱いを開始した。実績：３０件対応。
７．山梨中銀経営支援コーディネートサービスの活用事例について、地域開
発情報により行内への周知を図った。
８．「ビジネスアレンジメント事業」の開催
（１）平成１７年度
　①工場訪問：平成１７年１０月１７日～１８日（山梨県内４社）
　②合同コーディネート会議：平成１７年１１月１４日
（２）平成１８年度
　①工場訪問：平成１８年８月２２日（山梨県内２社）
　　　　　　　　　 平成１８年８月２３日（東京都内２社）
　②参加企業交流会：平成１９年２月２３日（予定）
９．医療関連ものづくり交流会に参画した。（交流会２回開催）
１０．山梨大学の教授と、その研究内容を紹介する「山梨大学発“ビジネス
チャンス”直行便！」を発刊した。
１１．「山梨大学客員社会連携コーディネータ」委嘱制度を新設した。
１２．山梨産学官連携シンポジウムを開催した。（当行共催）
１３．富士北麓・東部地域産業クラスター協議会に対し、研究開発費助成金を
寄附した。

○

進捗
状況

実施スケジュール
取組方針及び目標 施策の概要 主管部

１８年度上期時点での進捗状況を評価し、以下のとおり表示しております。
×　・・・未着手　　　△　・・・遅延あり
○　・・・計画通り　　◎　・・・完了

取組方針及び目標、施策の概要、主管部、実施スケジュールに
ついて、追加・変更した箇所は、下線部にて表示しております。
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実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年

度以降 １７年度上期～１８年度上期

（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

①経営相談・支援機能の強化
１．中小企業に対するコンサルティン
グ機能、情報提供機能を一層強化
するとともに、情報の質の向上、事
後管理の徹底を図る。
２．中小企業支援スキルの向上に向
けた取組みを強化する。

１． 外部専門家（技術アドバイザー等）、山
梨中銀経営コンサルティング㈱及び（社）中
小企業診断協会山梨県支部などによるコン
サルティング機能、情報提供機能の充実を
図る。
２．「山梨ちゅうぎん経営者クラブ」の会員増
強を図り、各種セミナー等を通じて経営情報
の提供を強化する。
３．中小企業支援センターとの情報交換を通
じ、地域企業の支援強化に努める。
４．営業店網及び「山梨ちゅうぎん経営者ク
ラブ」等を活用し、中小企業支援センターの
利用促進を図る。
５．中小企業支援センターが開催する創業
塾等へ当行の中小企業診断士等の派遣を
継続、同センターの活動を支援する。
６．提供される情報の内容を検証、より有効
性の高い情報収集への行員の認識向上を
図る。
７．ビジネス情報などの重要情報について
は、活用状況等のチェック態勢を整備し、情
報の有効活用を図る。

公務部
営業統括
部

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策
を継続

１．コンサルティング機能の強化により、経営コンサルティング契約、指定管
理者制度コンサルティング契約、Ｍ＆Ａアドバイザリー契約等を締結した。
２．指定管理者制度活用セミナーを開催（２回）した。
３．「山梨ちゅうぎん経営者クラブ」の会員増強を図った。（１８年９月末会員数
１，２０７名）
４．「経営後継者育成セミナー」、「価格競争に負けない提案力・交渉力」他の
セミナーを開催した。
５．山梨中銀経営コンサルティングによる成功事例を紹介、行内での共有化
を図った。（Ｍ＆Ａ、ＩＳＯ等）
６．ビジネスマッチング情報について、進捗状況を一覧表にし、全行掲示版に
掲載した。また、地域開発情報等により情報活用の好事例を紹介した。
７．ビジネスマッチング機能の充実を図るため、特定企業との顧客紹介に係る
業務提携を行った。
８．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化を図るため、当行グルー
プのほか、公共・経済団体や研究・専門機関などの外部機関の経営支援メ
ニューを、中小企業者のニーズに応じて組み合わせ、ワンストップで提供する
「山梨中銀経営支援コーディネートサービス」の取扱いを開始した。
９．中小企業者への情報提供ツールとして、当行をはじめ、山梨県・国などの
公的機関が実施する事業者向けの支援制度（融資・公的助成金等）の概要を
収録した「ビジネスサポートガイド」を発行した。
１０．地域の中小企業者に対する総合支援策等に係る情報交換を通じて、地
域経済の活性化に取組んでいくことを目的として、当行、やまなし産業支援機
構、山梨県信用保証協会の三者による「業務連携・協力の覚書」を締結した。
１１．ブロック単位での顧客向けビジネスセミナー（Ｍ＆Ａ、ビジネスマナー各
１回）を実施した。
１２．「ソリューション営業の取組強化」および「ビジネスマッチングの有効活
用」についてブロック内勉強会を開催した。
１３．取引先の販路拡大支援を目的に、インターネット上のビジネスマッチン
グサイト「フーズインフォマート」（食関連）、「風林火山ビジネスネット」（製造業
関連）と業務提携を締結した。
１４．医療・介護分野への支援、取組強化を図るため、「医療・介護分野に関
する推進会議」を開催した。
１５．アグリビジネスに積極的に取り組む県内事業者に対し、県内外のバイ
ヤーとの商談の場を提供し、販路開拓・拡大を支援する「やまなし食のマッチ
ングフェア」を開催した。

○

進捗
状況

実施スケジュール

１． 外部専門家、技術アドバイザー、山梨中銀経営コ
ンサルティング㈱及び（社）中小企業診断協会山梨県
支部等との連携を強化し、コンサルティング・情報提
供活動を積極的に展開する。
２．「山梨ちゅうぎん経営者クラブ」の会員増強を図
る。
３．「山梨ちゅうぎん経営者クラブ」による各種セミナー
（後継者育成セミナー等）の実施
４．中小企業支援センターとの情報交換の実施
５．中小企業支援センターからの講師派遣に対する
当行中小企業診断士等の派遣
６．中小企業支援センター機能の行内外への周知
７．情報の内容を検証、情報の質に対する行員の意
識を向上させ、より有効な情報収集を図る。
８．営業情報の活用状況のチェック態勢を構築すると
ともに、好事例紹介を通じた活用手法の共有化を図
る。

取組方針及び目標 施策の概要 主管部
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実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年

度以降 １７年度上期～１８年度上期

②健全債権化に向けた取組強化および公表
１．業務提携した金融機関、外部専
門家や山梨中銀経営コンサルティン
グ(株)等を有効活用し、取引先企業
に対し広範かつ専門性の高い経営
支援機能を提供する。
２．経営改善支援取組み先を拡大
し、本部・営業店の連携による取引
先への経営改善指導を強化する。
３．要注意先債権等の健全債権化
に向けた取組みを強化する。
４．健全債権化等の強化に関する実
績を公表する。

１． 外部専門家や中小企業再生支援協議
会等と連携した専門性の高い経営指導の実
施
２． 業務提携した金融機関と共同でのモニ
タリングおよび経営指導の実施
３． 山梨中銀経営コンサルティング(株)との
連携強化
４． 経営改善支援取組み先および経営改善
計画策定先の拡大
５． 経営計画策定ソフトを活用した営業店主
体での経営改善計画の策定
６．経営改善取組み実績等の公表

融資審査
部

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策
を継続

１．当行メインの取引先企業に対し、中小企業再生支援協議会と連携し経営
改善計画を策定した。
２．当行メインの取引先企業に対し、山梨中銀経営コンサルティング（株）と連
携し経営改善計画を策定した。
３．営業店主体による経営改善計画策定の対象先を選定し、経営計画策定ソ
フトを活用した計画策定を推進した。
４．金融機関の協調支援体制構築のため、中小企業再生支援協議会の調整
機能を活用した。
５．当行メインの取引先企業に対し、外部コンサルタントと連携し、経営指導
及び事業・財務デューデリジェンスを実施した。
６．融資エキスパート養成研修の一環として受講生が各店の取引先企業に対
する経営改善計画を策定するなど、より実戦的な研修を実施した。
７．経営改善支援取組み先331先に対し、18年上期で25先の債務者区分が上
昇した。

○

（３）事業再生に向けた積極的取組み
１．事業再生の可能性を見極め、取
引先企業に 適な再生策を策定し、
事業再生への取組みを強化する。
２．外部機関の事業再生機能を有
効活用し、多様な事業再生ノウハウ
の蓄積を図る。
３．個別企業への再生支援とあわ
せ、地域再生への取組みを強化し、
地域活性化に努める。
４．経営支援ノウハウの行内共有化
を推進し、行員の経営支援スキルの
向上を図る。
５．再生支援実績等に関する情報開
示を拡充する。

１．特定の大口与信先に対しては、必要に
応じて再生手法の活用を検討する。
２．企業再生ファンド活用の検討する。
３．DDS、DES等多様な事業再生手法の活
用を検討する。
４．業務提携した金融機関の再生ノウハウ
の有効活用を図る。
５．外部機関等との連携強化を図る。
６．地域再生への取組み強化を図る。
７．経営支援ノウハウの行内共有化の推進
する。
８．可能な範囲において再生支援実績等に
関する情報を開示する。

融資審査
部

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策
を継続

１．山梨中銀経営コンサルティング（株）と連携し、Ｍ＆Ａによる事業再生を検
討した。
２．各種研修や説明会に積極的に参加し、各種再生手法の活用可能性を検
討した。
３．中小企業再生支援協議会主催による実務者連絡会に参加し、県内金融
機関の企業支援の活動状況について情報を収集した。
４．行内研修や営業店への臨店を通じて経営支援ノウハウの共有化を推進し
た。なお、行内研修に中小企業再生支援協議会の支援業務責任者による講
義を組入れ、内容充実を図った。
５．業務提携した金融機関やファンド運営会社と連携し、再生ファンドを活用し
た事業再生を検討した。
６．当行メインの取引先企業に対し、中小企業再生支援協議会を活用し、営
業譲渡による再生スキームを実施した。
７．整理回収機構を活用した事業再生について情報を収集した。

○

進捗
状況

１． 外部専門家、中小企業再生支援協議会等との連
携強化
２． 業務提携した金融機関との共同でのモニタリン
グ、および経営指導
３． 山梨中銀経営コンサルティング(株)との連携強化
４． 経営改善支援取組み先および経営改善計画策
定先の拡大
５． 経営計画策定ソフトを活用した営業店主体での
経営改善計画の策定
６．経営改善取組み実績等の公表

１．特定の大口与信先に対する再生手法の活用を検
討
２．企業再生ファンド活用の検討
３．DDS、DES等多様な事業再生手法の検討
４．業務提携した金融機関の再生ノウハウの有効活
用
５．外部機関等との連携強化
６．地域再生への取組み
７．経営支援ノウハウの行内共有化
８．可能な範囲での再生支援実績等の情報開示

実施スケジュール
施策の概要 主管部取組方針及び目標

- 9 -



１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年

度以降 １７年度上期～１８年度上期

（４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

①担保・保証に過度に依存しない融資の推進
１．取引先とのコミュニケーションと
合理的な信用力評価手法の確立に
より、担保・保証に過度に依存しな
い融資手法の拡充を図る。
２．新たな融資手法への取組みや、
融資プログラムの充実により、中小
企業の資金調達手法の多様化への
対応を図る。

１．「格付・自己査定システム」の構築によ
り、ローンレビュー態勢の強化、格付手法の
高度化、信用リスクデータベースの充実に
取組む。
２．包括根保証契約は既に廃止しているが、
改正民法への対応が必要な契約書につい
て、その改定等に取組む。
３．新たな融資手法へ対応するための行内
態勢を整備するとともに、スコアリングモデ
ル・財務制限条項・不動産以外の担保等の
活用による融資プログラムの充実に取組
む。

融資審査
部

１．「格付・自己査定システ
ム」の開発
２．改正民法への対応
３．新たな融資手法に対応す
るための組織態勢の整備
４．事業性小口ローンへのス
コアリングモデル活用の拡大
５．融資プログラムの充実へ
向けて、外部保証会社等と
の提携の検討

１．「格付・自己査定シ
ステム」の開発
２．外部保証会社等と
の提携の具体化
３．財務制限条項活用
についての具体的検討

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策
を継続

１．「格付・自己査定システム」の開発を継続した。
２．改正民法への対応として限定保証約定書を改訂した。
３．新たな融資手法に対応するための組織態勢を整備した。
４．事業性小口ローンへのスコアリングモデル活用を拡大した。
５．融資プログラムの充実へ向けて東京信用保証協会や外部保証会社との
提携、財務制限条項を活用した融資商品の取扱を開始した。

○

②中小企業の資金調達手段の多様化への対応
１．中小企業の資金調達手段の多
様化への対応
２．財務諸表の精度が相対的に高
い中小企業に対する融資の推進

１．信用保証協会等と連携した無担保ローン
等の商品開発
２．外部保証機関を活用したリスクテイク商
品の開発
３．個社別の状況に応じた取組方針を明確
にすることで、的確な融資商品の提案、各種
支援の提供を行う。
４．ＴＫＣ会員との交流を深め、融資案件の
紹介・持込みの増加を図る。

営業統括
部

１． 融資商品の商品性に応
じた効果的な活用を図る。
２． 個社別の経営状況、資
金ニーズ把握するなかで、個
社別取組方針の明確化を図
り、効果的な推進を行う。
３． ＴＫＣ会員との交流促
進、案件持込みの依頼を強
化する。

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策
を継続

１．東京信用保証協会との提携商品を新設し中小企業向け融資の推進を
図った。
    外部保証機関との提携商品を開発。広範囲の中小企業者に対応可能な
融資商品として推進を図った。
    設備資金需要の高まりを受け、製造業者向け設備資金に対応する新商品
を開発した。
２．個社別の推進管理を強化するため新たに推進ツールを制定。平成１８年
３月からはシステム化するとともに営業店での作成対象先を拡大。本部と情
報を共有化し、個社別のニーズに木目細かく対応するための態勢を構築し
た。
３．ＴＫＣ会員税理士との交流促進については、県内地区店舗合同での「交流
会・情報交換会」を開催し会員税理士との関係強化に努めた。また、会員税
理士を招いた勉強会の開催や会員税理士主催の各種セミナーへの積極的な
参加を通し、さらなる交流促進を図った。

○

進捗
状況

実施スケジュール
施策の概要 主管部取組方針及び目標
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実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年

度以降 １７年度上期～１８年度上期

（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化

①　顧客への説明態勢の整備
　　　 １．取引先との相互理解を醸成する

ため、与信取引における説明態勢
の充実を図る。
２．説明態勢について行内での検
証・指導を実施し、その定着を図る。

１．与信取引に係る各種契約書の内容につ
いて、行内での周知徹底。
２．取引先への説明のポイントを明確にした
「説明マニュアル」の策定。
３．営業店における対応状況の検証・指導。

融資審査
部

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策
を継続

１．各種研修会議において、融資契約の法的根拠等について説明を実施し
た。
２．融資審査部指導役臨店、監査部検査、「融資案件謝絶報告書」等により、
営業店の対応状況を検証するとともに、指導を実施した。
３．融資取引に係る説明マニュアルを制定した。 ○

②　相談苦情処理機能の強化

１．苦情処理という域に止まらず、苦
情発生原因をより詳細に分析すると
ともに、再発防止のための取組みを
強化する。

１．苦情発生に至った原因について、苦情発
生部署における原因分析を詳細かつ多面的
に行うよう徹底する。
２．営業店に対する苦情事例の還元内容に｢
原因分析｣、「問題点」、「正しい対応」等を記
載し改善を図る。

経営管理
部

１．報告での詳細・多面的な
分析を徹底する。
２．苦情事例の還元方法を
改善する。

左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策を継続 左記取組策
を継続

１．毎週水曜日の苦情・事務ミス等検討会で詳細かつ多面的な原因分析を
行った。
２．営業店への苦情事例の還元方法を改善し、苦情の再発防止を強化した。
  苦情事例を還元し、再発防止の実効性を高めるため、１８年５月補助ツール
として、苦情事例活用表を調製した。 ○

（６）人材の育成
１．企業の将来性・技術力を的確に
評価することにより、中小企業金融
の円滑化を推進するため、「目利き」
能力の向上を図る。
２．取引先の事業再生に向けた取組
みを強化するため、なお一層、経営
支援能力の充実を図る。

１．「融資エキスパート養成研修」を軸とする
行内研修、および行外への行員の派遣を継
続実施するとともに、効果的な人員配置によ
り、行内のスキルアップに取組む。
２．主要な業種について、「目利き」のポイン
トを集約し、実務上の活用に取組む。

融資審査
部
人事部

左記取組策
を継続

１．「目利き」能力の向上・経営支援能力の充実を図るため、「融資エキス
パート養成研修」を頂点とする以下の行内研修に取り組んだ。
・平成１７年４月から平成１８年９月までに３回の「融資エキスパート養成研修
会議」を実施した。（受講者計２４名）
・平成１７年度「融資審査部スタッフ制度」研修生２名を５月から融資審査部に
配属した。平成１８年度においても２名を同制度の研修生として融資審査部
に配属した。
・「企業評価力養成研修会議」（２２名参加）、「支店長対象融資研修会議」（７
６名参加）、「役席対象融資研修会議」（３回延べ２１９名参加）、「融資業務研
修会議」（５回延べ１４５名参加）、「法人渉外研修会議」（２回延べ６３名参加）
等の集合研修を実施した。
２．地銀協主催の「目利き」研修（２８名）、「中小企業支援スキル向上」研修
（２３名）、「企業再生支援人材育成」研修（７名）、および中小企業大学校（２
名）等、外部研修への派遣を実施した。
３．効果的な人員配置を目的とする「融資関係人事情報交換会」を実施した。
４．建設業および医療業界についての審査のポイントを策定し、営業店に配
付した。

○

進捗
状況

実施スケジュール
施策の概要取組方針及び目標 主管部

１．各種研修会議において、融資契約の法的根拠等
について、徹底する。
２．与信取引に係る「説明マニュアル」を策定するとと
もに、説明会を開催し徹底する。
３．融資審査部指導役臨店、監査部検査、「融資案件
謝絶報告書」等により、営業店の対応状況を検証す
るとともに、指導を実施する。

１．「融資エキスパート養成研修」を頂点とする行内研修の継続実施
２．行外研修および中小企業大学校への行員の派遣
３．効果的な人員配置を目的とする「融資関係人事情報交換会」の継続実施
４．主要業種について審査のポイントを集約
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２．経営力の強化

実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年

度以降 １７年度上期～１８年度上期

（１）リスク管理態勢の充実

①　統合リスク管理態勢構築・新ＢＩＳ規制への対応
１．統合リスク管理態勢の構築に向
けリスクの可視化に取組む。
２．リスク管理態勢の文書化に取組
む。
３．新ＢＩＳ規制に関しては、１９年３
月末の新規制開始当初、信用リスク
は「標準的手法」、オペレーショナ
ル・リスクは「基礎的手法」を用いて
算出する。その後は、より高度な手
法に移行すべく、内部管理態勢の整
備を図る。

１．各種リスク量を計測し、経営体力との比
較をＡＬＭ委員会等において定例報告し、リ
スク量のモニタリングを行う。
２．リスク量の計測を予算策定や収益計画
の策定へ活かすべく検証を行い、その結果
を用いて規定や細則等へ文書化していく。
３．１９年３月末に、新ＢＩＳ規制に対応した自
己資本比率の算出を行うべく、システム対応
を図る。
４．「新ＢＩＳ規制対応作業部会」において、
本部各部の連携をとり、新ＢＩＳ規制に対応
できる内部管理態勢の整備を進めていく。

経営管理
部

１．統合リスク量と経営体力
の比較を定期的に報告
２．「新ＢＩＳ規制対応作業部
会」を設置

１．新ＢＩＳ規制の信用
リスク・アセット算出の
システム開発
２．オペレーショナル・リ
スクに対する内部管理
態勢の検討

１．統合リスク管理
規定の文書化
２．新ＢＩＳ規制に
対応した自己資本
比率の試算

１．資本配賦手法
の実践
２．新ＢＩＳ規制に
おけるより高度な
算出手法への態
勢整備

１．新ＢＩＳ規
制のより高度
な手法での自
己資本比率
の試算

１．ＡＬＭ委員会において、各月の統合リスク量の計測結果を報告し、経営体
力との対比による健全性の検証を継続して行った。
２．「新ＢＩＳ規制対応作業部会」を設置し、信用リスク・アセット算出のための
システム構築を進め、運用テストを行った。

○

②　信用リスク管理態勢の向上
１．自己査定および担保評価の精度
向上に取組むとともに、その検証態
勢の強化を図る。
２．信用リスクの評価手法について
充実を図る。

１．「格付・自己査定システム」の構築、およ
び「不動産担保登録システム」のリニューア
ルによる、自己査定・担保評価の精度向上。
２．地銀協「信用リスク情報統合システム（Ｃ
ＲＩＴＳ）」の有効活用による信用リスクの評
価。

融資審査
部

１．「格付・自己査定システ
ム」の開発
２．「不動産担保登録システ
ム」のリニューアル
３．「ＣＲＩＴＳ」への基礎デー
タ投入

１．「格付・自己査定シ
ステム」の開発
２．「不動産担保登録シ
ステム」の稼動
３．「ＣＲＩＴＳ」の活用に
よる信用リスク量の算
出

左記取組策を継続 左記取組策を継
続

左記取組策
を継続

１．「格付・自己査定システム」の開発を継続した。
２．「不動産担保登録システム」の稼動を開始した。
３．「ＣＲＩＴＳ」へ基礎データを投入し、四半期毎の信用リスク量を試算した。

○

（２）収益管理態勢の整備と収益力の向上
１．当行の経営資源を傾斜配分する
ことにより、「選択と集中」を実践し、
業務の再構築を図っていくために、
様々な角度から採算性の評価を行
い、経営判断資料として提供してい
く。
２．格付と自己査定の整合性を確保
するとともに、信用リスクを評価する
ためのデータ整備を図る。
３．個社別採算管理の強化を図るた
めにも、信用リスク評価に基づく金
利体系について、なお一層の定着と
推進を図る。

１．多角的な採算性評価による経営管理資
料の提供
２．「格付・自己査定システム」の構築によ
り、ローンレビュー態勢の強化、格付手法の
高度化、信用リスクデータベースの充実に
取組む。
３．ガイドライン金利のデータベース化と取
引先への提案ツールの充実に取組むことに
より、個社別採算管理を強化する。

経営企画
部

１．営業店部門のマーケット
別採算の研究
２．「格付・自己査定システ
ム」の開発
３．ガイドライン金利のデータ
ベース化の開発
４．取引先への提案ツールの
試行活用

１．営業店部門のマー
ケット別採算の算出
２．「格付・自己査定シ
ステム」の試行稼動
３．ガイドライン金利の
データベース化の活用
４．取引先への提案
ツールの本格活用

１．リスク情報と収
益情報の一体化
に向けた研究
２～３．左記取組
施策を継続する。

左記取組策を継
続

１．当行の運用資産の構成状況につき、同規模他行に対しアンケートを実施
し、当行の収益体質について検証した。
２．ゼロ金利政策解除に伴う中期損益シミュレーションの内容につきＡＬＭ委
員会へ報告し、当行収益に与える影響および以後の預貸金レート運営に関し
検討した。
３．17年度上半期より部門別損益・マーケット別損益の結果についてＡＬＭ委
員会に報告した。
４．「格付・自己査定システム」の開発を継続した。
５．ガイドライン金利をデータベース化し、融資関係帳票への表示を開始し
た。
６．取引先への提案ツールについて２ｶ店で試行活用を開始した。

△

進捗
状況

実施スケジュール
主管部施策の概要取組方針及び目標
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実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年

度以降 １７年度上期～１８年度上期

（３）ガバナンスの強化

①財務内容の適正性の確認
１．財務内容の適正性の確保に向
け、取組みを強化する。
２．有価証券報告書へ証券取引法
に基づく「確認書」（以下、「証取法
確認書」という）を添付する。
３．「財務報告に係る内部統制の評
価及び監査の基準」に基づき、財務
報告等に係る内部管理体制（内部
統制）を構築する。

１．内部管理体制構築プロセスの検討・決定
２．内部分掌規定、業務プロセス等の文書
化・整備
３．内部管理体制の整備状況と運用の有効
性の評価
４．内部管理体制に係る報告書（確認書）の
作成

経営企画
部

１．「証取法確認書」添付に
向けての体制整備
２．「財務内容の適正性」に
係る内部監査態勢の検討

１．内部管理体制構築
プロセスの検討・決定
２．証券取引法に基づ
く「証取法確認書」の添
付
３．「財務内容の適正
性」に係る内部監査態
勢の整備

１．内部分掌規
定、業務プロセス
等の文書化・整備
２．「財務内容の適
正性」に係る内部
監査の実施・改善

１．内部分掌規
定、業務プロセス
等の文書化・整備

１．内部管理
体制の整備
状況と運用の
有効性の評
価
２． 内部管理
体制に係る報
告書（確認
書）の作成

１．財務諸表及び有価証券報告書作成に係る各種業務マニュアルを制定・見
直しを実施した。
２．決算報告書類の提出に当たり、正確性の検証及び作成責任の明確化を
図るため「決算報告チェックシート」を制定し提出させた。
３．各部署から提出される財務諸表及び有価証券報告書作成のための基礎
資料について、当該資料の適正性を担保するため、各部室長及び関連会社
社長から内部確認書を提出させた。
４．以上の体制整備を図る中、平成１８年３月期有価証券報告書への「証取
法確認書」添付に向けて「財務内容の適正性」に係る内部監査を実施した。
５．「日本版ＳＯＸ」へ対応するための内部管理態勢構築の基本方針について
検討し関係部間で合意した。

○

②　統制環境の整備
１．多様化・複雑化した業務を的確・
迅速に処理するため、規定・示達等
の命令・伝達ルールおよび意思決
定プロセスを改善し、統制環境を整
備する。

１．規定・示達に関する基本規定を改定す
る。
２．規定類の整備およびわかりやすさの向
上を図る。
３．職務権限規定、各種会議等を見直す。

経営企画
部

１．規定・示達ルール検討プ
ロジェクトチームの立上げ
２．意思決定プロセスの問題
点の整理

１．規定・示達ルール
策定
２．意思決定プロセス
改善案の策定

１．新たなルール
に則った運用開
始・定着化

１．新たなルール
の定着化・検証

１．内部統制
確立への取
組み強化

１．新たな規定・示達ルールに基づく運用を開始し、本部各部が発刊する規
定・示達に対する指導を強化した。
２．４月から規定・示達閲覧システムを稼働させるとともに、　各種規定のシス
テム登録作業を概ね完了させた。
３．行内ＬＡＮ（ノーツ）の「規定整備状況一覧」により規定類の整備状況の進
捗管理を引続き行った。
４．意思決定プロセス改善策として主要会議体の運営ルールおよび本部各部
の職務権限規定について具体的な見直し案を策定した。 ○

実施スケジュール 進捗
状況

取組方針及び目標 施策の概要 主管部
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実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年

度以降 １７年度上期～１８年度上期

（４）法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化
１．営業店に対する法令等遵守状況
の点検を強化し、法令等遵守への
取組みを一層高める。
２．適切な顧客情報の管理・取扱い
を徹底する。

１．コンプライアンス・プログラムの重点目標
に「風通しの良い職場づくり」を掲げ、継続的
に良好なコミュニケーションづくりの意識付
けを行うことで、職場での相互点検による不
祥事の防止を図る。
２．コンプライアンス・チェックシートにより、
重要な法律への対応状況についての自己
点検を継続実施する。
３．顧客情報の取扱いに関する点検シートに
より、自己の情報管理に対する取組み姿勢
をチェックすることを継続する。
４．研修会議等、様々な機会を使って、適切
な顧客情報管理を徹底する。

経営管理
部

１．コンプライアンス・チェック
シートによる自己点検を実施
し、点検状況を監査部の臨
店検査において検証する。
２．顧客情報の取扱いに関
する点検シートによる自己点
検を実施する。

１．左記施策を継続実
施するとともに、実効性
を検証し、改善を図る。

１．左記施策を継
続実施するととも
に、実効性を検証
し、改善を図る。

１．左記施策を継
続実施するととも
に、実効性を検証
し、改善を図る。

１．左記施策
を継続実施す
るとともに、実
効性を検証
し、改善を図
る。

１．法令等遵守状況、「風通しの良い職場づくり」への取組状況を確認するた
め、コンプライアンス・チェックシートによる自己点検を半期に３回、継続的に
実施した。また、監査部の臨店検査による検証を行った。
２．顧客情報管理態勢の実効性を点検すべく平成17年上半期は「顧客情報
の取扱いに関する点検シート」により、平成17年下半期及び平成18年上半期
は同点検シートの内容を一部変更した「顧客情報管理態勢チェックリスト」に
より全営業店・本部の点検を行った。

○

（５）ITの戦略的活用

①　マーケティング態勢の整備
１．顧客ニーズ・指向を認識したコン
サルティング営業を実践するための
インフラ整備を行う。
２．各顧客とのコンタクトチャネルに
おいて、顧客に関する情報が共有
化され、統一感のある対応が適時・
適切に行えるインフラ整備を行う。

１．顧客データベース（トランザクションデー
タ）の整備
    データ分析を行い、ＤＭ・テレマ、営業店
推進活動へ展開する。
２．営業支援システムの機能拡充
　　マニュアル整備、集合研修・推進役臨店
による指導等により情報を活用した営業推
進態勢を強化するとともに、ログ分析により
適時・適切な指導態勢を整備する。
３．ダイレクトマーケティングセンター（以下
「ＤＭセンター」という）のシステム更改・機能
拡充
　　ＦＡＱ、スクリプト整備を行うとともに、交
渉履歴情報を営業支援システムと共有する
ことにより、統一感のある顧客対応（テレマ、
フリーダイヤル）を実現するため、コール内
容の録音診断等を行う。
４．法人・個人事業主向け情報サイトの立上
げ
　　顧客閲覧情報、および制度改正等に伴う
営業情報・推進ツールを営業店に還元し、コ
ンサルティング営業力の強化を図る。

営業統括
部

１．トランザクションデー
タの整備
２．営業支援システム
の機能拡充（法人経営
情報）

１．ＤＭセンターの
システム更改・機
能拡充の検討
２．法人・個人事業
主向け情報サイト
の立上げの検討
３．営業支援シス
テムの機能拡充
（情報連携の強
化）（検討）

１．マーケティング
によりセグメントし
た顧客に対する
個別商品・サービ
スの推進におい
て、運用商品の
推進を実施
　また、データマ
イニングツールの
活用によるＤＭ等
のヒット率向上を
図る。
２．DMセンターの
システム更改・機
能拡充の検討
３．営業支援シス
テムの機能拡充
（情報連携の強
化）

18年度下期
の取組を継
続

１．トランザクションデータ（顧客取引データ）の項目を見直し、17年9月データ
から蓄積を開始した。
２．アンケート調査を実施し、アンケート結果に基づく顧客構造分析を行った。
これにより、セグメント別の顧客ニーズを把握した。
３．マーケティング分析に基づき、運用商品（投資信託、個人年金保険、預金
商品等）の推進を実施するための準備に着手した。
４．営業支援システムの実効性を高めるための機能改善を行った。また、ビジ
ネスマッチングに活用するための、法人経営情報登録機能を追加した。
５．ＤＭセンターの機能拡充およびシステム更改に向け、新システムの導入を
検討した。
６．法人・個人事業主向け情報サイトの要件、営業活動への活用方法等につ
いて検討を行ったが、当面情報サイトの立ち上げは見送ることとした。

○

② ダイレクトチャネルを活用した営業推進と利便性の提供
１．ダイレクトチャネルの利用意向の
強い顧客、営業時間内に来店が難
しい顧客に利便性を提供するため、
ダイレクトチャネルの機能拡充を図
るとともに、顧客のサービスに対す
る認知度の向上を図る。
２．ダイレクトチャネルによる営業推
進にプッシュ型の手法を確立するこ
とにより、当行のマーケティング戦略
とリンケージした低コストで効果のあ
る営業推進態勢を確立する。

１．個人向けインターネットバンキングの機
能拡充（リスク性商品販売機能、新決済機
能の追加）
　　広告メディア・ＩＴフェアおよびＤＭ・営業活
動を通じて、新機能の利便性を告知する。
２．個人向けインターネットバンキングの利
便性告知による利用顧客の増加と利用率の
向上
　　ご利用ガイドの改定を行い、ヘルプデス
クによる操作指導を強化して、利用率の向
上を図る。また、営業店および本部企画によ
るＤＭ・テレマを実施し、主にネットバンキン
グの利便性の顧客認知度向上を図る。
３．ホームページの高度化
４．電子メールを活用したＤＭ推進態勢の整
備

営業統括
部

１．個人向けネットバンキン
グの利便性告知（ＤＭ等）

１．個人向けネットバン
キングの利便性告知
（ＤＭ等）
２．ネットバンキングへ
の民間版マルペイ機能
の追加
３．個人向けネットバン
キングのご利用ガイド
の改定
４．ホームページの高
度化
５．電子メールを活用し
たＤＭ推進態勢の整備

１．個人向けネット
バンキングの利便
性告知（ＤＭ等）
２．ホームページ
の高度化
３．個人向けネット
バンキングへの投
資信託受付機能
の追加を検討
４．法人向けネット
バンキングへの外
為取引の追加を検
討
５．電子メールを
活用したＤＭ推進
体制の整備の可
否の検討

18年度上期の取
組を継続する。
法人向けネットバ
ンキングへの外
為取引の追加を
実施する。

18年度下期
の取組を継
続する。

１．個人向けネットバンキングの利便性告知については、ＤＭ等を通じて継続
的に行った。
２．ネットバンキングへの民間版マルチペイメント機能を追加した。（平成17年
10月）
３．個人向けネットバンキングのご利用ガイドを改定した。（平成17年11月）
４．個人および法人向けネットバンキングでの振込において、口座番号入力
による振込人名の自動表示機能を追加した。（平成17年5月）
５．個人および法人向けネットバンキングでの暗証番号入力等において、ソフ
トウェアキーボード入力機能を追加した。（平成17年12月）
６．法人向けネットバンキングへ振込先データ登録件数の拡大等の機能改善
を実施した。（平成18年8月）

○

進捗
状況

実施スケジュール
取組方針及び目標 主管部施策の概要
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実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年

度以降 １７年度上期～１８年度上期

③　電子自治体システムへの協力・支援
１．地域金融機関の重要な使命とし
て、電子自治体システムへの協力・
支援に積極的に取組んでいく。

１．山梨県のマルチペイメントネットワーク導
入により、行政の効率化が早期に達成でき
るよう指定金融機関として積極的に協力・支
援する。平成１９年４月取扱開始予定の山
梨県のワンストップサービス導入を支援す
る。
２．県内各市町村に対して、将来のマルチペ
イメントネットワーク利用を見据えて、さらに
業務の効率化の観点からマルチペイメント
対応帳票への統一化・収納データ作成代行
サービスを推進する。

公務部 １．マルチペイメントネット
ワーク導入支援
２．帳票の統一化・収納デー
タ作成代行サービス推進

１．左記取組策を継続
２．口座振替受付サー
ビスの推進
３．公共料金明細サー
ビスの推進

左記取組策を継続 左記取組策を継
続

１．平成１９年
４月、山梨県
においてワン
ストップサー
ビス（車庫証
明発行手数
料および自動
車取得税・自
動車税の電
子納付）取扱
開始予定

１．山梨県とマルチペイメント導入に関する情報交換を実施した。
２．県内市町村を対象に「公金業務の効率化に関する説明会」を２回開催し、
業務効率化策を提案した。
３．収納データ作成代行サービスは５自治体で導入を決定、口座振替受付
サービスは３自治体で導入予定となった。
４．マルチペイメント対応帳票の準拠様式への切替支援：１件

○

④　次期営業店システム構築
  イメージ処理などの 新のＩＴ技術
を活用した新機能を導入し営業店
事務の削減・事務効率化を図るとと
もに、本人確認機能などを活用し堅
確性の向上を図る。

営業店端末を 新パソコンに更改しイメージ
処理を活用したワークフロー、印鑑照合機
能、窓口支払における暗証番号入力による
本人確認などの新機能を導入し、営業店事
務の効率化、堅確性向上を図る。

事務統括
部

 ７月より試行、９月より順次
展開

順次展開 ８月にて全店展開
終了
７月に新為替ＯＣ
Ｒシステムの試行
開始

 １１月に新為替Ｏ
ＣＲシステムの全
店での取扱開始

１．平成17年7月より２ヶ店にて試行を開始し、試行店の要望・意見に基づき
機能追加・改善を行った。平成17年9月より６ヶ店（試行店を含む）にて本番稼
動を開始した。以降、順次展開を実施。あわせて一部店舗のネットワーク増
速対応を実施した。１８年８月をもって全店展開が完了した。
２．文書管理システムの公開に備え、規定の改定方法や通牒の書体・発刊
ルールを決定した。１８年４月より全店へ公開した。
３．新為替ＯＣＲシステムの更改に向け、要件定義を行い、更改内容を決定し
た。また、システム更改にあわせ、新為替サーバの電算センター設置および
為替ＯＣＲセンターと電算センター間の専用回線敷設を検討した。１８年７月
より試行を開始し、９月までに３１ヶ店へ稼動店を拡大した。

○

主管部
実施スケジュール

取組方針及び目標
進捗
状況

施策の概要
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実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年

度以降 １７年度上期～１８年度上期

⑤　偽造・盗難カード問題への対応
  偽造・盗難キャッシュカード問題へ
の対策として「偽造カードを作られな
いため」の方策、「偽造カード使用や
盗難カードによる成りすまし」への防
止策、「被害拡大防止」に向けた対
応策について対応する。

１．ＩＣキャッシュカードの導入を行い、キャッ
シュカードの偽造防止を行うとともに、多機
能化による顧客利便性向上を図る。
２．ＩＣキャッシュカードの導入と併せ「生体認
証」（掌静脈、指静脈 等）の導入を検討し、
偽造カード取引や盗難カードによる不正払
出しの防止を図る。
３．異常な引出しを検知するシステム、総合
口座における当座貸越利用限度額の制限
などの導入を検討し、被害拡大防止を図る。

事務統括
部

ＡＴＭでの支払限度額任意
設定

１日あたりの利用限度
額引下げ

１．ノンゼロ暗証
カード保有者への
ＤＭ発送とノンゼロ
暗証カードの取引
制限対応
２．顧客からの喪
失届受付の２４時
間有人対応

生体認証機能付Ｉ
Ｃキャッシュカード
導入

１．ＩＣキャッシュカード導入と生体認証導入について、ＩＣチップへの搭載機
能、ＯＳ、容量、生体認証方式および導入スケジュールの検討を行った。
２．ＡＴＭ画面の暗証番号入力キーのスクランブル化およびＡＴＭにて支払限
度額引下げを可能とするサービスを１７年７月より開始した。
３．１７年１０月、ＡＴＭにおける１日あたりの現金支払、振込振替の支払限度
額を２００万円へそれぞれ引下げた。
４．勘定系システムにて「異常な引出しを還元帳票として打出し、顧客に確認
する仕組みを１８年３月に開始した。
５．ノンゼロ暗証カードの保有者に対し、再発行または利用中止を依頼する旨
と平成１８年６月１日以降は使用不可となる旨のＤＭを発送した。（１８年４月）
また、ノンゼロ暗証カードは１８年６月より使用不可とした。
６．顧客からの喪失届受付を２４時間有人対応とし、受付体制の強化を図っ
た。（１８年６月）
７．キャッシュカードの暗証番号を「推定容易な暗証番号」としている顧客に対
してなお一層の注意喚起を行うため、ＡＴＭ画面へ表示している暗証番号変
更注意喚起文言および表示方法を変更した。（１８年９月）
８．生体認証機能付ＩＣキャッシュカードの導入を決定した。（１９年３月を目途
に試行を開始し、１９年７月より顧客への発行を開始予定）

○

⑥　リスク管理の高度化に向けたＩＴ活用
１．平成１９年３月末に、新ＢＩＳ規制
の信用リスクアセット計算において、
「標準的手法」による算出を可能と
し、同時に、「基礎的内部格付手法」
による試算を行えるようにする。

１．「新ＢＩＳ規制対応作業部会」の中に、信
用リスク担当コア・メンバー・チームを組成す
る。
２．「基礎的内部格付手法」に備え、データ
蓄積とシステム整備を進める。

経営管理
部

１．「新ＢＩＳ規制対応作業部
会」の設置

１．信用リスク・アセット
算出システムの開発

１．「標準的手法」
による自己資本比
率の試算

１．「基礎的内部
格付手法」に向け
たデータ整備

１．「基礎的
内部格付手
法」による自
己資本比率
の試算

１．「新ＢＩＳ規制対応作業部会」を設置し、信用リスク・アセット算出のための
システム構築を進め、運用テストを行った。

○

取組方針及び目標 施策の概要 主管部
実施スケジュール 進捗

状況
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３．地域の利用者の利便性向上

実績

１７年度上期 １７年度下期 １８年度上期 １８年度下期
（参考）１９年

度以降 １７年度上期～１８年度上期

（１）地域貢献等に関する情報開示
１．地方銀行の基本的な使命が地
域への円滑な資金提供と、質の高
いサービスの提供にあるとの認識に
立ち、引き続き本業の銀行業務を通
して地域経済・社会の発展に貢献し
ていく。こうした基本認識のもとで、
当行の経営姿勢や活動の方針・内
容について、地域顧客からより深い
理解を得るべく充実した情報開示を
行う。
２．地域顧客の利便性向上や信認
の確保のため、利用者の目線に
立ったわかりやすく、充実した情報
開示に向け、ホームページ等の活
用を図る。

１．「リレーションシップバンキングの機能強
化計画」における「地域貢献に関する情報開
示」での開示方針・内容を踏まえつつ、開示
項目の見直し、わかりやすさの向上を図ると
ともに、開示媒体として「ディスクロージャー
誌・ミニディスクロージャー誌」、「ホームペー
ジ」、「講演会」、「決算関連資料」等を活用し
幅広い開示を目指す。
２．顧客利便性の向上に向け、顧客からの
問い合わせ等が想定される事項について検
討し、Ｑ＆Ａをホームページ上に掲載する。

経営企画
部

１．開示内容・方法の検討・
決定
２．現在ホームページで開示
しているＱ＆Ａの見直し

１．ミニディスクロー
ジャー誌による開示、
ホームページでの開
示、決算短信による開
示
２．ホームページで開
示

１．ミニディスク
ロージャー誌・ディ
スクロージャー誌
による開示、ホー
ムページでの開
示、決算短信によ
る開示、「山梨中
銀講演会」におけ
る開示
２．Ｑ＆Ａの見直し
およびホームペー
ジで開示

１．ミニディスク
ロージャー誌によ
る開示、ホーム
ページでの開示、
決算短信による
開示
２．ホームページ
で開示

１．基本的に
左記枠組み
を継続すると
ともに、地域
顧客の評価
等を勘案する
なかで開示内
容・説明方法
の充実・向上
を目指す。

１．「リレーションシップバンキングの機能強化計画」における「地域貢献に関
する情報開示」の開示内容を踏まえたうえで見直しを行い、見やすさの向上と
内容の充実を図り、ミニディスクロージャー誌、ディスクロージャー誌および
ホームページ等で開示した。
２．問い合わせの多い質問事項を調査したうえでホームページ上のＱ＆Ａを
見直し、新たな項目を追加して開示した。

○

（２）地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立
１．お客様からの苦情・要望をより一
層経営に反映するための態勢・仕
組みを向上させる。
２．お客様の満足度・ニーズを収集
し、新サービスの研究・開発等に活
かしていく。

１．お客様からの苦情・要望を本部横断的に
より詳しく分析し、事務取扱方法や顧客対応
の具体的改善策を所管部が検討する態勢
を強化する。
２．お客様の潜在的なニーズや満足度を調
査するため、一定数の対象先を抽出する形
でアンケートを実施する。

営業統括
部
経営企画
部

１．本部横断的に苦情・要望
へ対応する仕組みを構築
２．顧客アンケートの内容・実
施方法を検討

１．苦情・要望を業務改
善へ反映
２．顧客アンケートの実
施

１．苦情・要望等を
基にしたCS施策
の策定・実施
２．顧客アンケート
結果の分析

１．苦情・要望お
よび顧客アンケー
トに基づいた施策
の策定・実施

１．本部横断的な組織である｢顧客満足度向上プロジェクトチーム｣を立上げ、
新たな活動を開始した。
２．過去の苦情事例を分析し、苦情発生の根本原因および深層にある問題点
を抽出するとともに、今後の検討ポイントを整理した。
３．上記で整理した今後の検討ポイントに基づき、本部各部で具体的な施策
を立案した。
４．営業店への終日臨店を行い、現場での問題点の洗出しと現場指導を実施
した。
５．個人のお客様の中から１万人を対象として、当行のイメージ、商品・サー
ビスの評価等に関するアンケートを実施し、結果をとりまとめた。

○

（３）地域再生推進のための各種施策との連携等
１．地域経済の活性化・地域社会へ
の貢献という観点から、ＰＦＩ・指定管
理者制度・コミュニティビジネス等公
共業務の民間委譲に対する取組み
を強化する。

１．公共業務の民間委譲や地域開発に対応
する専門部署の設置
２．地方公共団体との情報交換による連携
強化
３．民間事業者に対する各種情報提供と支
援（民間事業者の資金需要への対応）
４．山梨中銀経営コンサルティング（株）との
連携強化

公務部 １．県立中央病院駐車場整
備運営ＰＦＩ事業への対応
２．公共業務の民間委譲に
関する行員向け説明会議の
開催
３．自治体、民間事業者向け
指定管理者制度セミナーの
実施
４．公務部内に地域開発室を
設置

１．指定管理者制度に
関する自治体、民間事
業者への支援、コンサ
ルティングの実施
２． 制度融資の検討
３． ＰＦＩ、コミュニティビ
ジネス等への協力、支
援

１．ＰＦＩ、指定管理
者制度、コミュニ
ティビジネス等へ
の協力、支援

左記取組策を継
続

1．「公共業務の民間委譲に関する説明会議」（行員向け研修会議）を開催し
た。
２．（１）指定管理者制度活用セミナーを2回開催した。
（２）山梨中銀経営コンサルティング㈱による指定管理者制度コンサルティン
グ契約を受託し、コンサルティングを実施した。
３．公務部内に地域開発室を設置した。
４．コミュニティビジネスへの対応として、（１）「山梨中銀ＮＰＯサポートローン」
の取扱いを開始するとともに、（２）「やまなしコミュニティビジネス推進協議会」
へ参画した。
５．県立中央病院駐車場整備運営ＰＦＩ事業については、共同主幹事として融
資団を組成し、シンジケートローンを実行した。新県立図書館ＰＦＩ事業につい
ては情報収集を実施した。
６．「やまなしコミュニティビジネス推進協議会」へ出席し、コミュニティビジネス
の普及に向けた支援策について検討を行った。（３回開催）

○

施策の概要 主管部取組方針及び目標
進捗
状況

実施スケジュール
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Ⅲ  地域貢献に関する情報開示（計数）

１．地域への信用供与の状況
①  貸出金残高 (億円、％)

平成18年9月末 平成18年3月末 平成17年9月末

総貸出金残高 (A) 14,544           14,800           14,223           

地域向け貸出金残高 (B) 8,546            8,860            8,500            

地域向け貸出金比率 (B)/(A) 58.76            59.86            59.76            

（注）「地域向け貸出金」とは、山梨県内の営業店舗における貸出金のことです。

②  業種別貸出金（平成18年9月末）

国内 (先、億円、％)

構成比

製 造 業 2,088            1,495            10.28            
農 業 218              38               0.27             
林 業 21               2                0.02             
漁 業 5                0 0.00             
鉱 業 11               19               0.14             
建 設 業 2,216            828              5.69             
電気･ガス･熱供給･水道業 121              215              1.48             
情 報 通 信 業 88               96               0.66             
運 輸 業 254              446              3.07             
卸 売 ･ 小 売 業 2,295            1,399            9.62             
金 融 ･ 保 険 業 77               642              4.42             
不 動 産 業 1,256            1,884            12.96            
各 種 サ ー ビ ス 業 2,861            1,887            12.98            
国 ・ 地 方 公 共 団 体 36               1,555            10.69            
そ の 他 61,625           4,032            27.72            

地域向け (先、億円、％)

構成比

製 造 業 1,820            807              9.45             
農 業 215              37               0.45             
林 業 21               2                0.03             
漁 業 5                0 0.00             
鉱 業 5                4                0.06             
建 設 業 1,988            629              7.36             
電気･ガス･熱供給･水道業 101              35               0.42             
情 報 通 信 業 55               28               0.33             
運 輸 業 214              203              2.39             
卸 売 ･ 小 売 業 2,025            930              10.89            
金 融 ･ 保 険 業 28               71               0.84             
不 動 産 業 859              868              10.16            
各 種 サ ー ビ ス 業 2,501            1,195            13.99            
国 ・ 地 方 公 共 団 体 34               604              7.07             
そ の 他 54,641           3,125            36.56            

残高先数

14,544           
合  計

(除く特別国際金融取引勘定分)
73,172           

合  計

(除く特別国際金融取引勘定分)

100.00           

64,512           8,546            100.00           

先数 残高
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③  中小企業等向け貸出金残高

国内 (億円、％)

平成18年9月末 平成18年3月末 平成17年9月末

中小企業等貸出金残高 (A) 9,908          10,049         9,766          

中小企業向け貸出金残高 (B) 5,876          6,056          5,920          

個人向け貸出金残高 (C) 4,032          3,992          3,846          

総貸出金残高 (D) 14,544         14,800         14,223         

中小企業等貸出金比率 (A)/(D) 68.12          67.89          68.66          

中小企業向け貸出金比率  (B)/(D) 40.40          40.92          41.62          

個人向け貸出金比率 (C)/(D) 27.72          26.97          27.04          

地域向け

平成18年9月末 平成18年3月末 平成17年9月末

地域の中小企業等貸出金残高 (A) 7,445          7,641          7,568          

地域の中小企業向け貸出金残高 (B) 4,320          4,564          4,583          

地域の個人向け貸出金残高 (C) 3,125          3,076          2,984          

地域向け貸出金残高 (D) 8,546          8,860          8,500          

地域の中小企業等貸出金比率 (A)/(D) 87.11          86.24          89.03          

地域の中小企業向け貸出金比率  (B)/(D) 50.55          51.51          53.92          

地域の個人向け貸出金比率  (C)/(D) 36.56          34.72          35.11          

（注）１．中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、サービス業は5千万円）以下の

        会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業は100人、小売業は50人、サービス業は100人）以

        下の会社及び個人であります。

（注）２．「中小企業向け貸出金」とは、中小企業及び個人事業主向けの貸出金のことです。

（注）３．「個人向け貸出金」とは、個人向けの非事業性貸出金のことです。
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２．地域のお客さまへの利便性提供の状況

①  預金残高 (億円)

平成18年9月末 平成18年3月末 平成17年9月末

総預金残高 23,507           23,089           23,221           

地域の預金残高 20,021           19,722           19,958           

（注）「地域の預金」とは、山梨県内の営業店舗における預金のことです。

②  国債・投資信託窓口販売残高

国内

平成18年9月末 平成18年3月末 平成17年9月末

国債・投資信託窓口販売残高 2,140            1,976            1,698            

国債 1,427            1,392            1,351            

投資信託 712              583              347              

地域向け

平成18年9月末 平成18年3月末 平成17年9月末

地域の国債・投資信託窓口販売残高 1,922            1,772            1,527            

国債 1,278            1,248            1,217            

投資信託 643              524              310              

（注）「地域の国債・投資信託窓口販売残高」とは、山梨県内の営業店舗における国債・投資信託窓口販売残高の

ことです。

－20終－
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